
道
路
の
改
築
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
工
事
の
実
施
計
画

を
踏
ま
え
計
画
的
に
工
期
を
区
切
っ
て
事
業
を
実
施
す
る

例
が
多
く
、
全
国
に
も
暫
定
的
な
構
造
で
供
用
し
て
い
る

箇
所
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
暫
定
的
な
構
造
で
供
用
中
の

道
路
を
管
理
す
る
場
合
は
、
暫
定
的
な
供
用
部
分
と
既
供

用
部
分
の
境
界
部
は
道
路
利
用
者
に
と
っ
て
利
用
し
難
い

道
路
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
応
の
注
意
喚
起

を
行
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

仮
に
こ
の
よ
う
な
道
路
構
造
上
の
原
因
、
い
わ
ば
内
在

的
瑕
疵
類
型
に
よ
る
事
故
が
発
生
し
、
他
人
に
被
損
害
が

生
じ
た
場
合
は
、
国
賠
法
二
条
の
管
理
瑕
疵
に
よ
る
賠
償

責
任
が
認
め
ら
れ
る
蓋
然
性
は
極
め
て
高
い
こ
と
は
こ
れ

ま
で
の
裁
判
例
が
示
す
通
り
で
あ
る
。
今
回
の
紹
介
事
例

は
、
暫
定
的
な
構
造
で
供
用
中
の
道
路
に
管
理
瑕
疵
が
認

め
ら
れ
た
例
で
あ
る
が
、
管
理
区
間
中
に
同
様
な
箇
所
が

存
す
る
場
合
は
、
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
等
を
通
じ
て
再
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

こ
れ
か
ら
梅
雨
を
迎
え
、
降
雨
が
土
壌
に
浸
透
し
通
常

で
も
構
造
上
の
不
安
定
が
危
惧
さ
れ
る
状
況
の
中
、
特
に

暫
定
的
な
構
造
で
供
用
中
の
道
路
の
管
理
に
当
た
っ
て
は

十
分
留
意
し
た
い
。

ポ
イ
ン
ト

〔
一
審
判
決
〕

平
成
一
六
年
三
月
一
七
日

神
戸
地
方
裁
判
所

請
求
一
部
認
容

(確
定
)

原
告
…個
人

被
告
…兵
庫
県
、
個
人
(大
型
貨
物
自
動
車
運
転
手
)

圏

工
事
の
実
施
計
画
に
合
わ
せ
て
、
暫
定
的
な
構
造
で

供
用
中
の
路
側
帯
を
通
行
中
の
自
転
車
が
、
車
道
に
は

み
出
し
大
型
貨
物
自
動
車
と
衝
突
し
て
被
害
者
は
死
亡
。

圏

原
告
は
、
暫
定
的
な
路
側
帯
の
構
造
が
事
故
原
因
と

主
張
。

圏

被
告
兵
庫
県
は
、
被
害
者
と
相
被
告
の
過
失
が
事
故

原
因
と
主
張
し
、
路
側
帯
の
構
造
と
事
故
と
の
因
果
関

係
を
否
定
。

皿

神
戸
地
裁
は
、
本
件
事
故
と
道
路
の
設
置
管
理
瑕
疵

と
の
因
果
関
係
を
認
容
。

圓

神
戸
地
裁
は
、
損
害
賠
償
額
『

五
四
七
万
九
、
九

三
一円
を
被
告
ら
が
連
帯
し
て
支
払
う
こ
と
を
認
容
。
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本
件
事
件
は
、
平
成
一
三
年
六
月
一
九
日
朝
、
自
転
車

で
通
学
途
中
の
女
子
高
生

(
一
七
歳
)
が
、
兵
庫
県
の
管

理
す
る
本
件
道
路
の
水
路
転
落
用
防
護
柵
に
ハ
ン
ド
ル
グ

リ
ッ
プ
を
接
触
さ
せ
、
そ
の
は
ず
み
で
車
道
部
分
に
進
入

し
、
前
方
か
ら
走
行
し
て
き
た
相
被
告
の
運
転
す
る
大
型

貨
物
自
動
車
と
衝
突
、
死
亡
し
た
も
の

(図
参
照
)。

【本
件
事
件
に
関
連
す
る
主
な
経
緯
】

平
成
一
三
年
一
二
月
上
旬

"
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

に
よ
る
承
認
工
事

(路
側
帯
拡
幅
等
)
を
承
認

平
成
一
四
年
三
月
末

…
承
認
工
事
完
成

平
成
一
五
年

四
月
上
旬

…地
元
よ
り
歩
道
設
置
工
事
に
つ
い
て
要
望

五
月
上
旬

m水
利
権
者
と
歩
道
設
置
工
事
に
係
る
協
議

開
始

五
月
中
旬

…
地
元
の
要
望
を
踏
ま
え
、
水
利
権
者
と
歩

道
設
置
工
事
に
つ
い
て
協
議
了

六
月
一
九
日
…事
故
発
生

七
月
中
旬

…歩
道
工
事
着
手

八
月
上
旬

…歩
道
工
事
完
了

事
件
の
概
要

暫
定
的
な
構
造
で
供
用
中
の
道
路
に

管
理
,

競
が
認
め
ら
れ
た

管
理
瑕
疵
が
認
め
ら
れ
た
事
例

ー
兵
庫
県
道
交
通
事
故
損
害
賠
償
請
求
事
件
ー

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係



表 当事者の主張 (被告兵庫県の責任について (国賠法 2条論))

原 告 被 告

予
見
可
能
性

圏 事故現場の南北には、道路から連続して自
転車通行の許可された路側帯が設置。

事故現場付近のみ、 高さ約 1 . 1 m の防護柵
が張り出していたことから、 歩道が突然狭くな
り、自転車は一旦車道上に出ることは余儀なし。

鬮 事故事前から、事故現場付近は危険であり、
地元住民より防護柵を改修されたい旨の度々の
要請。

体件事故の予見可能性あり。I

圏 自転車は軽車両として車道を通行すること
が原則であるため、 路側帯が狭いことは道路の
管理瑕疵を意味しない。

路側帯が狭くなっていたことは、 本件防護柵
の存在により、 相当に遠方からでも認識可能。
なお、 狭くなった部分でも 0 , 8 m 程度の幅員
があり、自転車の通行可能な幅員は確保。

体件事故の予見可能性なし。I

回
避
可
能
性

囲 事故当時既に、兵庫県は近々改修工事を行
う予定としており、実際、事故後に速やかに路
側帯拡幅工事実施。

体件事故の回避可能性あり。I

騙 平成 1 4 年 3 月 末 の コ ン ビニ エ ンス ス ト ア
建設工事の際、路側帯が設けられ、 (水路付近の
路側帯付近が) 現状になったことから、 県は、
歩道を設置すべく計画をし、必要な手続を進行
中だった。
本件事故はその最中に発生。県は、路側帯が

急に狭くなっている状況を事故前に解消できず。

体件事故の回避可能性なし。l

因
果
関
係

晒 本件事故は、被害者が危険な車道右端を走
行することを余儀なくされ、その結果、相被告
車両と衝突したもの。

瑕疵を前提として、事故と管理
瑕疵と因果関係あり。

鬮 被害者は、防護柵を通り過ぎようとする辺
りで突如ふらつき、 その後車道部分に進入し、
本件事故に遭遇したもの。
(事故原因は、自転車操作上の不手際。)

圏 相被告は、約 9 9 , 5 m も離れたところか
ら自転車に乗った被害者を発見していたことか
ら、 被害者も僅かな注意を払うことで事故発生
を防ぎ得た。

本件事故は、被害者と相被告の過失が相まっ
て生じたもの。

瑕疵はないことを前提として、 事
故と防護柵 ･路側帯との間に因果
関係なし

瑕疵を前提として、事故と管理
瑕疵と因果関係あり。

瑕疵はないことを前提として、 事
故と防護柵 ･路側帯との間に因果
関係なし

注) その余の争点 (過失割合及び損害額) は誌面の都合上省略した。

写真図
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判決の概要
　　　　　　　　　　

1 予見可能性について

剛 自転車にとっては、本件防護柵横の路側帯が急に狭くなっているという状況。
本件防護柵の高さ (1 . 1 m )、本件防護柵横の路側帯の幅員 (約 0 , 8 m ) を考えると、

通常、車道にはみ出さないよう走行しようとすれば防護柵にハンドルをぶつける等して安全な
走行ができなくなるおそれ。 また、 防護柵にぶつからないようにしようと思えば、 ある程度は

車道部分にはみ出して走行することもやむを得ない状況。

は
る
る
目
付
も

　

　

　
　

自転車が防護柵の横を通過する際には、一般的な通学用自転車である被害者の自転車の幅
は 0 , 5 7 m であるが、 運転者が両手でハンドルを操作しつつ、 両足を回転させて前進させ

る2輪車であり、走行に際して車体がある程度左右に振れることが当然予想された車両であ
るといえるから、 路側帯の幅員が自転車の幅を上回っているとしても、 このことが直ちに、
自転車の通行可能な幅員が確保されていたことにはならない。むしろ、防護柵に多くの傷が
付いていたことを考慮すれば、 自転車のハンドル位置よりも高い防護柵が存在していること

もあり、 防護柵にハンドルをぶつける等して安全な走行ができなくなるおそれ。

鬮 地元住民から被告に対し、何度か防護柵の改修要請があったこと、本件道路が交通量の多い
道路であること。 等

2 回避可能性について

剛 被告としてもかねてから事故現場付近に連続した歩道を設置すべく計画し、実際、事故後に
歩道設置工事実施。

本件事故当時、本件道路は、通常有すべき安全性を備えておらず、設置管理に瑕疵認容。

r
I朧愕
七

本件事故現場付近は、遅くとも3ヶ月弱前頃には事故当時と同じ安全性に欠ける状

。少なくとも本件事故のような交通事故を回避するための何らかの応急的措置を講じ
ことは可能。

ノルノ影/多/" /ルノルノルノ" /" / " /" /…/" /"′"ノルノゴ

3 道路管理瑕疵と事故との因果関係について
霊 本件事故は、被害自転車が本件防護柵の横を通過するに際して、西側に出っ張って設置され
ていた本件防護柵の影響でバランスを崩したことを原因として生じた事故であると認めるのが相

当。

ミ三宅得談鑿務鴛薄嚢理鬱鰓鑿鴛務撃墜聾鑄鬘に三宅三宅三宅コ
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お
わ
り
に

範　

今
回
の
神
戸
地
裁
の
判
決
で
は
、
原
告
側
の
主
張
が
全

004

面
的
に
認
め
ら
れ
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

セ

本
件
事
故
は
･

数
カ
月
後
に
は
、
本
件
事
故
現
場
の
路

擶

側
帯
も
拡
幅
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
矢
先
の
も

の
だ
っ
た
だ
け
に
、
既
実
施
の
部
分
と
未
実
施
の
部
分
が

存
す
る
場
合
の
管
理
の
難
し
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
事
案

だ
っ
た
。
道
路
管
理
者
に
お
い
て
も
、
水
路
へ
の
転
落
防

止
用
の
防
護
柵
を
設
置
し
た
措
置
は
適
正
な
も
の
だ
っ
た

と
言
え
る
。
定
性
的
に
本
件
事
故
を
予
見
で
き
た
と
し
て

も
、
南
側
の
路
側
帯
の
拡
幅
工
事
が
道
路
法
二
四
条
の

(
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
に
よ
る
)
承
認
工
事
だ
っ
た

だ
け
に
、
あ
る
程
度
、
工
事
の
完
成
が
見
込
め
な
い
状
況

で
は
、
実
態
と
し
て
当
該
工
事
と
接
続
す
る
部
分
の
拡
幅

工
事
に
着
手
で
き
な
い
こ
と
は
、
道
路
管
理
の
難
し
さ
が

そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
道
路
利
用
者
へ
の
注

意
喚
起
用
の
看
板
を
立
て
る
等
の
措
置
が
あ
れ
ば
よ
り
安

全
性
は
確
保
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

全
国
に
は
暫
定
的
な
構
造
で
供
用
し
て
い
る
箇
所
は
数

多
い
。
本
件
の
よ
う
な
残
念
な
事
故
が
他
の
地
域
で
惹
起

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
各
道
路
管
理
者
の
更
に
入
念

な
管
理
体
制
が
期
待
さ
れ
る
。

濃帯応　
　

　
　

存
害鸚皿 防護柵の存在や路側帯が急に狭くなっていることは、 遠方からでも認識可能な状態。 バラン

　 　 　 　 　 　

本件事故は、被告兵庫県並びに相被告大型貨物自動車の運転手及び被告会社が各々独自の独
した不法行為によって発生させてた事故。
1つ、 これらの各不法行為は~ 時間的、場所的関係において、客観的に相関連し、共同して事

不

、
生

た
つ
発

し
か
を

皿
立

故




